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改正の要点

①
 

訪問販売における消費者保護対策の強化

◆規制の抜け穴の解消(商品、役務の指定制の廃止、割賦の定義を見直し等）

◆訪問販売規制の強化(再勧誘禁止、過量販売規制)

②
 

通信販売における消費者保護対策の強化

◆返品特約の表示

◆電子メール広告規制

③ その他 （自主規制の強化、罰則の強化）
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④
 

我が国企業活動における「第二次文化革命」



3

改正の要点①
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民法規定の消費者保護のための特別法化①→消費者契約法→改正特商法→改正割販法
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改正の要点②

改正の要点③
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民法規定の消費者保護のための特別法化②→電子消費者契約法、→改正特商法
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改正の要点④
 

我が国企業活動における「第二次文化革命」

［改正特定商取引法３条の２、１項］販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売をしようと

 するときは、その相手方に対し、勧誘を受ける意思があることを確認するよう努めなければ

 ならない。

［同法３条の２、２項］販売業者又は役務提供事業者は、訪問販売に係る売買契約又は役

 務提供契約を締結しない旨の意思の表示をした者に対し、当該売買契約又は役務提供契

 約の締結について勧誘をしてはならない。＜再勧誘禁止規制＞

［同法７条１項、８条］主務大臣による「必要な措置の指示」、「業務停止」

従来の企業活動における「営業活動の自由」
＝「断ったお客さんに契約させるのがセールスの常識」

崩壊

営業マン→トップの意識改革→企業文化革命

「再勧誘禁止ルールの確認」→「再勧誘防止台帳」の作成等の対策

Cf.「第一次文化革命」は？
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